
寒暖差アレルギーと風邪、アレルギー性鼻炎の主な症状と違い 

 

 

☎：  

現行の健康保険者証は2024年12月2日に廃止

することを盛り込んだ政令を閣議決定しまし

た。いずれマイナンバーカードと健康保険証

が一体となった「マイナ保険証」への移行が

促されます。経過措置として、廃止後1年間

は現行の保険証をそのまま使用できるように

なります。また、マイナカードを取得してい

ない人でも医療機関で保険診療を受けること

ができるよう、健康保険組合などの保険者が

資格確認書を発行します。 

後日改めて詳細をお知らせ致します。 

厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について 引用 

マイナンバーカードの申請は、郵便・スマホ・まちなかの照明写真機から無料でできます。 

※かざした後、顔写真で本人を確認します。 


